
※平成 18 年及び 19 年については札幌オートサロンの実績を含みます。 
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不正改造車を排除する取組みの実施結果（平成 21 年） 
[ カスタムカーショーで １６５ 台の改造車に文書による注意喚起 ] 

[ カー用品ショップで ６ １ 件の自動車部品・カー用品に注意喚起 ] 
 

  

自動車検査独立行政法人（略称：自動車検査法人）は、不正改造車の排除を目的として、

平成１８年からカスタムカーショーにおける不正改造防止の啓発活動並びにカー用品ショ

ップで自動車部品・カー用品の実態調査・指導に取組んできました。 

本年におけるこれら取組みの結果をお知らせします。 

 

 

                 本年１月から３月にかけて全国主要都市で開催され 

た４ヵ所のカスタムカーショー（東京オートサロン、                   

大阪オートメッセ、福岡オートサロン、名古屋オート 

トレンド）において、自動車検査官延べ４５名を派遣 

し、展示された車両１，８２９台を確認しました。 

その結果、保安基準に適合していない又は適合しな 

くなるおそれがあるにも拘わらず公道走行できない旨 

を明示していなかった展示車両１６５台の出展者及び 

自動車部品を展示した１社に対し、文書により注意を 

                喚起しました。 
傾向としては、図１のとおり昨年よりも不適切な表示等 

を行っている車両数が２３８台から１６５台と３０％減少 

し、装置毎の基準不適合箇所数も３８０件から２４８件と 

３４％減少となりました。また、不適合箇所の内訳は図２ 

のとおり、本年は窓ガラスの貼付物と回転部分の突出関係 

で全体の約７０％を占めました。 

４年目を迎えたこの啓発活動では、主催者から出展者に 

対する事前周知が適切に行われることで公道を走行できな 

い車両に「公道走行不可」等の表示がされるなど出展者の 

不正改造に対する理解が深まりつつあります。 

今後ともコンプライアンスの意識の浸透が維持されるよ 

う、啓発活動に関係団体とともに積極的に取組んで参りま 

す。 

    

   

 

 

 

 
 

 

【不適合箇所】※回転部分の突出 

 タイヤが車体からはみだしている 

 ため歩行者等の安全を妨げるおそ 

 れがあります。 

※方向指示器の灯光の色（白色が点灯）

方向指示器作動時に橙色と白色が同時

に点灯するため他の灯火と誤認するお

それがあります。 

◇カスタムカーショーにおける不正改造防止の啓発活動◇ 



 

 

本年６月から９月にかけて、自動車用品小売業協会 

（ＡＰＡＲＡ）の協力を得て、宮城県、愛知県、愛媛県、 

熊本県に所在するカー用品ショップ（オートバックス、 

イエローハット、タイヤ館、オートアールズ、ジェーム 

ス）の１０店舗に延べ５１名の自動車検査官を派遣し、 

陳列されている自動車部品やカー用品の基準適合性につ 

いて、特に「車検対応品」等の表示がされている自動車 

部品を重点に調査を実施しました。 
                         〔店舗の調査風景〕 

その結果、明らかに基準に適合していない自動車部品の販売は行われていないものの、

取付位置や取付方法によっては基準に適合しなくなるおそれのある自動車部品・カー用品

が全体で６１件（内訳は図３及び表１参照）見受けられたため、当該店舗に適切な表示を

行うよう注意喚起を行いました。（昨年は１００件） 
 

表１ 基準に適合しなくなるおそれの具体的事例 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

自動車検査法人は、今後も関係団体と協力し 

不正改造防止の啓発活動に取組み、自動車の安 

全性の確保及び環境の保全に努めて参ります。 

 

  

 
装置種別 

  

 
基準に適合しなくなるおそれの内容 
 

 

灯火装置 

関係 

・ＬＥＤランプ 取付位置によっては他の灯火器と誤

認するおそれがあります。 

・イルミライト 点滅・増減するものは方向指示器等

と誤認するおそれがあります。 

 

保安装置 

関係 
 

・反射器 

 

取付位置によっては他の灯火器と誤

認するおそれがあります。 

・窓用フイルム 

・ステッカー 

運転者席又は助手席のガラスに貼付

すると視認性が低下し運転上危険に

なるおそれがあります。 

操縦装置

関係 

・シフトノブ 

 

変速装置の操作位置（シフトパター

ン）を表示しないと誤操作をするお

それがあります。 

【適合しなくなるおそれのある用品等の例】 

●反射器の色 

取付け位置によっては基準に適合しない。 

【適切な表示例】 

●シフトノブ 

変更した場合の注意事項が用品付近に表示 

されている。 

お問い合わせ先 

〒160-0003  

東京都新宿区本塩町8-2 

    住友生命四谷ビル 

自動車検査法人 業務部業務課 

清水、佐藤 

電話０３－５３６３－３４４１(代表) 

◇カー用品ショップで自動車部品・カー用品の実態調査◇ 


